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渋
川
総
合
病
院
の
閉
院
に
よ

り
、
そ
の
跡
地
の
利
用
を
図
る

た
め
、
学
校
法
人
群
馬
パ
ー
ス

学
園
へ
無
償
で
貸
し
付
け
る
も

の
で
す
。
な
ぜ
無
償
な
の
か
、

ま
た
ほ
か
の
自
治
体
で
は
、
教

育
機
関
誘
致
で
、
ど
の
よ
う
な

対
応
を
し
て
い
る
か
な
ど
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

　

市
か
ら
有
償
貸
付
の
場
合
、

こ
れ
ま
で
の
企
業
債
の
一
括
償

還
や
補
助
金
の
返
還
が
求
め
ら

れ
る
。
修
繕
費
用
な
ど
市
の
負

担
が
多
く
な
る
。
無
償
貸
付
の

方
が
、
市
の
財
政
負
担
は
大
幅

に
軽
く
な
る
見
込
み
。
ほ
か
の

自
治
体
で
は
、
土
地
の
購
入
や

校
舎
建
設
費
の
一
部
を
補
助
し

て
い
る
自
治
体
も
あ
る
な
ど
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
６
人
の
委
員

で
可
否
同
数
と
な
り
、
委
員
長

裁
決
に
よ
り
可
決
に
な
り
ま
し

た
。

　

本
会
議
か
ら
付
託
さ
れ
た
議
案
審
査
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

各 

常 

任 

委 

員 

会 

の 

審 

査

各 

常 

任 

委 

員 

会 

の 

審 

査

総
務
市
民
常
任
委
員
会

経
済
建
設
常
任
委
員
会

総
合
病
院
の
跡
地
利
用
で

一
部
を
群
馬
パ
ー
ス
学
園

に
無
償
貸
付

　

祖
母
島
地
区
５
路
線
、
横
堀

地
区
１
路
線
の
市
道
の
廃
止
議

案
は
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　

祖
母
島
地
区
４
路
線
、
半
田
、

北
橘
、
渋
川
地
区
各
１
路
線
の

市
道
の
認
定
議
案
は
、
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

子
持
ふ
れ
あ
い
館
、
白
井
温

泉
こ
も
ち
の
湯
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
経
営
改
善
に
努
め
て

い
く
と
い
う
説
明
が
あ
り
、
指

定
管
理
者
は
子
持
産
業
振
興
株

式
会
社
と
す
る
も
の
で
す
。

　

ス
カ
イ
テ
ル
メ
渋
川
の
バ
ー

デ
プ
ー
ル
の
利
用
は
、
利
用
者

減
、
施
設
改
修
費
が
高
額
と
な

る
た
め
、
引
き
続
き
休
止
に

な
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
指
定
管
理
者
は
株
式
会
社

日
本
水
泳
振
興
会
群
馬
支
店
で

す
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
赤
城
、
赤
城

個
人
番
号
の
利
用
と
情
報

提
供
に
関
す
る
条
例
を
制

定

市
道
の
廃
止
と
認
定

ス
カ
イ
テ
ル
メ
渋
川
な
ど

の
指
定
管
理
者
の
指
定

の
湯
ふ
れ
あ
い
の
家
及
び
渋
川

市
敷
島
温
泉
ス
タ
ン
ド
は
株
式

会
社
日
本
水
泳
振
興
会
群
馬
支

店
が
指
定
管
理
す
る
も
の
で
す
。

渋
川
市
都
市
公
園
等
54
施
設
は
、

一
般
財
団
法
人
渋
川
市
公
共
施

設
管
理
公
社
が
引
き
続
き
管
理

す
る
も
の
で
す
。

　

以
上
４
事
業
に
つ
い
て
は
全

会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
行
政
手
続
き
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た 

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

　

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行

に
伴
い
、
現
行
の
農
業
委
員
会

の
委
員
の
定
数
を
30
人
か
ら
19

人
に
、
ま
た
新
た
に
渋
川
市
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
42

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定

数
を
30
人
か
ら
19
人

跡地活用される渋川総合病院

個人番号カード

スカイテルメ渋川

法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利

用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供

に
関
す
る
条
例
は
、
い
わ
ゆ
る

番
号
法
の
施
行
に
伴
い
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
付
託
さ
れ
た
市
民

会
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
な

ど
４
議
案
は
す
べ
て
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

協
議
会
で
は
、
ス
ラ
グ
砕
石

の
使
用
状
況
調
査
結
果
や
渋
川

医
療
セ
ン
タ
ー
へ
の
バ
ス
運
行

等
に
つ
い
て
、
総
合
病
院
の
閉

院
ま
で
の
診
療
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

な
ど
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

市
長
は
、
新
病
院
へ
の
足
の

確
保
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
声

を
聞
き
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
方

法
を
研
究
し
、
柔
軟
に
対
応
し

て
い
き
た
い
と
答
弁
し
ま
し
た
。
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通学バス

　

渋
川
市
小
口
資
金
融
資
促
進

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

は
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
改
正

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全

会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
８
議
案
が
付
託

さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
等

６
施
設
を
社
会
福
祉
協
議
会
に
、

渋
川
市
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
か
え
で
の
園
を
特
定
非
営
利

活
動
法
人
ハ
ン
ド
イ
ン
ハ
ン
ド

へ
、
ま
た
渋
川
市
武
道
館
、
渋

川
市
民
体
育
館
、
有
馬
野
球
場

の
施
設
管
理
と
渋
川
中
学
校
、

渋
川
北
中
学
校
、
古
巻
中
学
校

の
夜
間
照
明
施
設
を
渋
川
市
公

共
施
設
管
理
公
社
に
指
定
管
理

者
を
決
定
す
る
議
案
は
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

委
員
か
ら
、
生
徒
の
安
心
・

安
全
を
守
る
た
め
に
、
日
暮
れ

が
早
い
時
期
に
は
照
明
を
使
用

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
と
の
意

見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
通
学
バ
ス
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
は
、
小
野

上
中
学
校
と
子
持
中
学
校
の
統

廃
合
に
よ
る
バ
ス
路
線
の
追
加

で
す
。
小
型
マ
イ
ク
ロ
バ
ス(

10

人
乗
り
）
と
マ
イ
ク
ロ
バ
ス(

20

人
乗
り
）
の
２
台
を
使
用
し
、

小
野
上
地
区
か
ら
子
持
中
学
校

へ
の
通
学
バ
ス
と
す
る
も
の
で
、

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

渋
川
市
い
じ
め
問
題
対
策
連

絡
協
議
会
等
条
例
は
、
平
成
25

年
に
「
い
じ
め
防
止
対
策
推
進

法
」
が
国
会
で
成
立
し
た
の
を

受
け
て
、
必
要
な
組
織
を
設
置

教
育
福
祉
常
任
委
員
会

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
指
定
管
理
者
の
指
定

中
学
校
統
合
に
伴
い
通
学

バ
ス
条
例
の
一
部
を
改
正

い
じ
め
問
題
に
関
す
る
条

例
を
制
定

小
口
資
金
融
資
促
進
条
例

を
一
部
改
正

す
る
た
め
に
条
例
を
制
定
す
る

も
の
で
す
。

　

連
絡
協
議
会
の
委
員
は
、
15

人
以
内
で
、
市
、
学
校
、
警
察

そ
の
他
の
い
じ
め
防
止
等
に
関

係
す
る
機
関
及
び
団
体
に
属
す

る
者
で
、
市
教
育
委
員
会
が
必

要
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、

教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
と
あ

り
ま
す
が
、
委
員
か
ら
は
「
幼

児
関
係
者
」
も
連
絡
協
議
会
の

委
員
に
す
る
よ
う
に
意
見
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

い
じ
め
調
査
委
員
会
は
５
人

以
内
の
学
識
経
験
者
、
医
療
関

係
者
、
法
律
専
門
家
、
教
育
相

談
関
係
者
、
教
育
長
が
特
に
必

要
と
認
め
る
者
で
組
織
さ
れ
、

委
員
の
任
期
は
１
年
と
し
、
再

任
は
妨
げ
な
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
い
じ
め
問
題
再
調
査

委
員
会
は
、
委
員
を
別
に
置
き
、

市
長
の
諮
問
に
応
じ
、
い
じ
め

に
よ
り
当
該
学
校
に
在
籍
す
る

児
童
等
の
生
命
、
心
身
ま
た
は

財
産
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
た

疑
い
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
必

要
な
調
査
・
答
申
を
す
る
も
の

で
す
。

　

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

今回決まった指定管理 人
選
任
す
る
も
の
で
す
。
各
委

員
の
報
酬
等
は
、
今
後
予
算
査

定
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

示
さ
れ
ま
し
た
。

　

全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

番号 施設等 指定管理者

1 渋川市民会館

渋川市公共施設管理公社
2

渋川市武道館

渋川市民体育館

渋川市有馬野球場

学校運動場等照明施設
（渋川、渋川北及び古巻中
学校各校庭）

3 渋川市子持福祉会館

渋川市社会福祉協議会

4 渋川市渋川老人福祉センター

5 渋川市小野上地域福祉センター

6 渋川市子持老人福祉センター

7
渋川市小野上高齢者生活福祉
センター

8
渋川市子持高齢者能力活用
センター

9
渋川市地域活動支援センター
かえでの園

特定非営利活動法人
ハンドインハンド

10 渋川市地域医療支援センター 国立病院機構　西群馬病院

11

渋川市白井宿ふるさと物産館

子持産業振興株式会社渋川市子持ふれあい館

渋川市白井温泉こもちの湯

12
渋川市スカイテルメ渋川

株式会社日本水泳振興会
群馬支店

渋川市渋川温泉スタンド

13

ユートピア赤城

赤城の湯ふれあいの家

渋川市敷島温泉スタンド

14 渋川市都市公園等 渋川市公共施設管理公社


